
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
個人情報の利用目的以外の利用、本人の同意を得ないでの第三者への提供、不正な情報取

得やずさんなデ－タ管理を防止するため、個人情報の取り扱いについてのル－ルを定めた

ものです。 
 
 
 
 
 
 
（1）この法律は、個人情報の数が過去 6か月以内のいずかれの日に５千人を超えた場合に
対象になります。違反者には行政処分や刑事罰が科せられます。またこの法律に違反する

と何よりも企業の信用が失墜し、取り返しのつかない状況に陥ります。 
 
（2）この法律の対象企業に該当するかどうかにかかわらず、すべての企業は情報漏洩によ
って、プライバシ－の侵害や人権侵害を被ったお客様に対して損害賠償などの民法上の不

法行為責任を負っています。法律施行をきっかけに情報漏洩に対する関心がさらに高まり、

全ての企業にとってリスクが高まっているといえます。 
 
 
 
 
 
 

         『『『個個個人人人情情情報報報保保保護護護法法法』』』 
平成１７年４月１日、個人情報保護法が完全に施行されました。 

 「現在、テレビや新聞などを賑わしています個人情報の流失。インタ－ネット等に 
よって個人情報が氾濫している中、御御社社はは大大丈丈夫夫でですすかか？？」今回はその施行に伴い、

そそのの内内容容とと御御社社がが対対応応すすべべきき問問題題点点を見てみようと思います。 

 個個個人人人情情情報報報保保保護護護法法法とととはははどどどんんんななな法法法律律律？？？  

  中中中小小小企企企業業業にににももも関関関係係係あああるるるのののでででしししょょょうううかかか？？？




